
て 『えせ間利行おJには
機然とした対面を!

不当な要求は、断回拒否しましょう。|

えせ(似非)とは、「似てはいるが、本物と

は違う」ことを意味します。

「同利問題はこわい問題である。」という

誤つた意識に乗じ、同利問題を口実とし

て利権を得るために、企業や寺院、行政機関などに不当な要求

や圧力をかけることを「えせ同利行為Jといいます。

具体的には、機関紙の定期購読・図書等物品購入の数雲、下請

けへの参カロ強要、開発行為等の許認可の強要等があげられます。

このようなえせ同利行為を排除するためには、不当な要求に

は断国として拒否し、不法な行為については、法的な

措置をとるなど毅然とした態度をとることが重要です。

同和問題を回実とした不当な行為かどうかの適切な判断をす

るためには、同和問題を止しく岬解しておく必要があります。

基 本 的 な 態 度

●不当な要求には、毅然たる態度で断固拒否しましょう。

●「同利問題に理解がない」「差別だJなどと非難された場合には、
「必要な資料については、舌「落解放同盟から提供して
いただきますので必要ありません。」と伝えましょう。

●窓□担当者のみで対応せず、組織全体で憲思統一をして対応しましょう。

●面談は管理が及ぶ場所で行いましょう。

具 体 的 対 応 の 要 点

●対応は、こわがらず、あわてず、ゆっくりと丁寧にしましょう。

●相手の氏者・所属団体 所在等を確認し、代理人と称する場合は
委任の事実を確認 しましょう。

●できるだけ録吉又は詳細な記録をとりましょう。

●しつこい場合は、部落解放同盟群馬県連含会まで
相談して下さい。
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購入や定期購読を断つたのに、書籍や新聞等を―方的に送り

つけてきました。どのように対処すればよいのでしようか。

ネガティプ・オプション(送りつけ商法)は、「訪問販売に関する法律」によ

り規制されており、このような場含、代金の支払いも商品を返送する必要

もありません。法により、商品が届いた日か ら14日 間 を経過すれ

ば自由に処分で きます。ただ し、保管期間中に商品を使 うと購

入の承諾 と見な され、代金 を支払わな くてはな りませんので

注意 して くだ さい。

14日 経過後 は法的 には何の義務 もあ りませんが、「送った代金

を払え」とか「何で送り返さなかったのかJ等の因縁をつけられるなど、問

題の解決 を四難 に させ ることも予想 され るので、対抗措置 と

して選やかに返送 して下 さい。

送られてきた郵便物、宅配便等は開封せずその場で「受け取り拒否」をする。

知らないで郵便物を受け取つてしまった場含は、「受け取 り拒否」の付筆に

住所、氏名、印鑑を押してボス トに投函して ください。(小荷物、宅配便につ

いては郵便局又は宅配業者に確認したうえで対応してください。)

内容を知らず開封 してしまつた場含、添書をつけてその上から包装し、発

送 したことが確認で きる方法 (簡易書留や宅配便を利用し、必ず控えを保

管すること)で返送してください。

お問い台せ。こ相談は…

部落解放同盟群馬県連含会/啓 発・人権相談員まで
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